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１ 国有林野の区画の名称及び区域並びに３機能類型及びタイプ別の区域

国有林野の区画の名称及び区域並びに３機能類型及びタイプ別の区域については、別添国有

林野施業実施計画図による。

２ 施業群及び生産群の名称並びに区域、伐期齢又は回帰齢、上限伐採面積又は標準伐採量、伐

採箇所ごとの伐採方法及び伐採量並びに更新箇所ごとの更新方法及び更新量

（１）伐採造林計画簿

伐採・更新箇所ごとの伐採・更新面積及び方法等については、別添伐採造林計画簿に示す

とおりである。

（２）水土保全林（水源かん養タイプ）における施業群別面積等

該当なし

（３）水土保全林（水源かん養タイプ）における施業群別の上限伐採面積

該当なし
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（４）資源の循環利用林における生産群別の面積等

（単位 面積：ha、伐期齢：年）

生 産 群 面 積 生 産 目 標 等 伐期齢又は回帰年

ス ギ 大 径 材 －

ス ギ 中 径 材 5.50 一般建築材（２２～２６cm） ５０

ヒ ノ キ 大 径 材 －

ヒ ノ キ 中 径 材 32.15 一般建築材（２２～２４cm） ５５

ヒ ノ キ 無 節 柱 材 －

ア カ マ ツ 大 径 材 －

ア カ マ ツ 中 径 材 25.65 一般建築材（２２～２４cm） ５０

カ ラ マ ツ 大 径 材 －

カ ラ マ ツ 中 径 材 －

ス ギ 複 層 林 －

ヒ ノ キ 複 層 林 －

そ の 他 複 層 林 －

天然生アカマツ中径材 －

ぼ う 芽 －

天 然 林 漸 伐 －

ブ ナ 漸 伐 －

択 伐 7.10 一般建築材（２２～２６cm） 回帰年は定めない

そ の 他 4.92 一般建築材（２２～３６cm） 定めない

生 産 群 設 定 外 －

合 計 75.32

（注）１．「生産目標等」の数値は、生産目標とする胸高直径である。

２．択伐生産群の伐採は標準伐期齢以上とし、生産目標に対応する期待径級に達した

後に隣接林分の主伐、間伐時に併せるなど適時に行うものとする。

（５）資源の循環利用林における生産群別の標準伐採量

当計画区の「資源の循環利用林」は、生産群毎の区分面積が僅少(50ha 以下)であることか

ら、標準伐採量は定めないこととする。
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（６）伐採総量

（単位：ｍ３）

区 分

林 地
林地

以外
合 計

主伐 間 伐 小 計
臨 時

伐採量
計

森
林
と
人
と
の
共
生
林

自 然 維 持 タ イ プ － － －

8,900 8,900 － 32,171森林空間利用タイプ
－ 23,271

(286.67)

23,271

(286.67)

計
－ 23,271

(286.67)

23,271

(286.67)

資
源
の
循
環
利
用
林

ス ギ 中 径 材 － － －

500 1,327 － 1,327

ヒ ノ キ 中 径 材 － 174 174

ア カ マ ツ 中 径 材 － 653 653

択 伐 － － －

そ の 他 － － －

計
－ 827

(12.91)

827

(12.91)

合 計
－ 24,098

(299.58)

24,098 9,400 33,498 － 33,498

年 平 均
－ 4,820

(59.92)

4,280 1,880 6,700 － 6,700

（注）（ ）は、間伐面積 ha である。

（再掲）市町村別内訳

（単位：ｍ３）

市町村名

林 地
林 地

以 外
合 計

主伐 間伐 小計
臨 時

伐採量
計

甲 府 市 － 23,271 23,271

山 梨 市 － 827 827

合 計 － 24,098 24,098

（注）市町村内訳には、臨時伐採量及び林地以外の土地に係る伐採量は含まない。
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（７）更新総量

該当なし

（８）保育総量

（単位：ha）

区 分

水 土 保 全 林 森林と人との共生林
資源の

循 環

利用林

合 計
国 土

保 全

タイプ

水 源

かん養

タイプ

計

自 然

維 持

タイプ

森林空

間利用

タイプ

計

保

育

下 刈 － － － － ２ ２ － ２

つる切 － － － － １ １ － １

除 伐 － － － － ３ ３ － ３
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３ 林道等の整備に関する事項

基幹・

その他別

開 設

改 良
路 線 名

箇 所

（ 林 班 ）

延 長

（ｍ）
備 考

そ の 他 開 設

見越沢（林業専用道） １０ 320 格上

高倉川（林業専用道） ３１ 510 格上

水 口（林業専用道） ３６～３８ 1,035 格上

合 計 開 設 ３路線 1,865

４ 治山に関する事項

該当なし

５ 保護林及び緑の回廊の名称及び区域

該当なし
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６ レクリエーションの森の名称及び区域

種
類

名称
既設

新設

面 積

(ha)
選 定 理 由 位 置 備考

自

然

休

養

林

甲府自然

休養林

既設 1,171

（風景

ゾーン）

267

（風致探勝

ゾーン）

904

甲府市街地の北

方約５ｋｍに位置

する都市近郊林で

あり、甲府市の背景

林として優れた自

然景観を形成して

いる。

また、区域内には

要害山等の史跡も

あり、自然探勝や森

林環境教育の場、保

健休養の場として

利用されている。

今後も景観に配

慮した森林の整備、

地元地方公共団体

と連携し、施設や標

識の整備、入林者の

安全に配慮した巡

視の強化に努める

こととする。

1 ろ、に、へ～ち

2 い１～ろ１、は～ほ、

と、ち

3 い、は、ほ

4 全

5 い、ろ、へ、と、り、

ぬ、る

6 い～ぬ

7 い～り、る～ら

8 い～か

9 全

10 い、ろ、に～つ

11、12 全

13 い～よ２

14 い～ほ

15 い～り

16 い～た

17 い～と、り

18 い～り、る～れ

19 い～ほ、と～ぬ、わ、よ

20 い～は２、ほ～か

21 全

22 い～る

23 ろ１～は、に２、ほ

24～27 全

28 い１～わ

29 い～よ

30 い１～か２

31 い～う、お～ふ

32 い～る、か～た

育成複層

林施業

1 い１、い２、ほ

2 ろ２、へ、り

3 ろ

5 は～ほ、ち

7 ぬ

10 は

16 れ

17 ち１、ち２

18 ぬ

19 へ、る、か

20 に

23 い１、い２、に１、に３

28 か

32 わ

天然生林

施業
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種
類

名称
既設

新設

面積

(ha)
選定理由 位置 備考

自

然

休

養

林

1 ロ、ハ

2 イ

6 イ

7 イ～ハ

8 イ

10 イ

13 イ、ロ

14 イ、ロ

15 イ～ハ

17 イ

18 イ、ロ

19 イ

20 イ

28 イ

29 イ

30 イ

林地以外

自然休養林計 1,171

合 計 1,171
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７ その他必要な事項

（１）施業指標林、試験地等

種類 名称 設定年
面積

（ha）

位置

（林小班）
備考

精英樹保護林 スギ甲府１号 S32.10 0.78 13 と 内 精英樹の保存・保護

精 英 樹 保 護 林 計 0.78

（２）フィールドの提供

位 置

（林小班）
設定の目的 協定団体

23 に２､ほ ふれあいの森

（甲府商工会議所の森）

設 定：平成 22年 3月 2 日

実施主体：甲府商工会議所

オイスカ山梨県支部

面 積：2.01ha

1 い２､は 遊々の森

（相川小学校遊々の森）

設 定：平成 15年 3月 20 日

実施主体：甲府市

甲府市立相川小学校

面 積：2.39ha

3 ろ､に 遊々の森

（北中学校遊々の森）

設 定：平成 15年 7月 10 日

実施主体：甲府市

甲府市立北中学校

面 積：8.77ha

31 ろ２～に､ほ２､

へ２､の

遊々の森

（里垣小学校こどもの森）

設 定：平成 17年 3月 14 日

実施主体：甲府市

甲府市立里垣小学校

面 積：7.20ha

30 ち２､り､

ぬ２､る２､

か２

31 へ１､と２

多様な活動の森

（板垣の森）

設 定：平成 18年 2月 24 日

実施主体：甲府市

面 積：9.71ha

（３）その他

レクリエーションの森以外の森林空間利用タイプの施業方法

位 置
面積

（ha）
施 業 方 法

31 イ 0.10 林 地 以 外

合 計 0.10

（注）(１)、(２)の箇所を除く。


